
安全第一
（店社）

ZER⑧茸言／ 2023
【取組期 間】

令和5年4月 ～ 令和6年3月

【強化する取組】
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上記の期間、わが社は、ゼロ災害を達成するため、上記の取組を

強化します。

令和 5年 4月 1日

会社名 株式会社三枝組

代表者署名 弁完成均人
（社長の自署）



別紙2

ZER⑧寓言！2023 

山梨県内においては、建設業における労働災害の撲滅に向け、平成28年度から

「山梨県建設業ゼ口災宣言運動」を展開し、 7年間にわたり継続してきたところ

であり、死傷災害は令和2年に95人、令和3年には96人と平成21年以来2

年続けて 100人を下回ったが、令和4年には120人と大幅な増加に転じてい

る。

死亡災害については、令和4年においてち2人の尊い命が失われており、いま

だに死亡災害「ゼ口」は達成できていなし1。

死傷災害の減少はちちろん、死亡災害の撲滅に向けては令和5年度から展開さ

れる「山梨第 14次労働災害防止計画」の確実な実施とともに、その目標値を達

成するためには、発注者等の関係行政機関と、元請事業者及び下請事業者等、現

場で働く労働者らのすべての関係者が一体となったより一層の積極的な取組が

求められる。

よって、この「ゼ口災宣言」を現場に明示するとともに、私だち経営トップと

現場作業員全員が、 「労働災害を1人たりとも発生させない」という強い決意を

持って取り組み、より安全で働きやすい現場の実現を目指すことを決意し、ここ

に宣言する。

令和5年4月1日

会社名株式会社 三枝組



ZER⑧宣言J
店社における「墜落・転落災害Jの防止に関するリスクアセスメン ト実施事項

実施責任者： 穂坂 清人

リスクアセスメントの実 ※記入

施体制

実施担当者： 神津秀和

※記入

店社における安全衛生管 G》 なし

理計画の作成

※該当する項目にO印

A ：過去の労働災害・事故から

リスクアセスメン トをす B ：パ トロールから

る際の事項

C ：店社の安全衛生管理上の課題から

※該当する項目にO印

作業計画・作業標準、作業 GV なし

手順書等の作成

※該当する項目にO印

この取組の広がりを把握したいため、実施事項をご記入の上、建災防山梨県支部

あてにメールにて送信していただくようお願いします。

Mail : kensaibou(a),kensaibouヴ .io


